
岩手県告示第529号 

 道路占用料徴収条例施行規則の規定による物件の指定（平成９年岩手県告示第342号）の一部を次のように改正する。 

  平成26年７月11日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 

４ パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局その他こ

れに類する小型の無線基地局 基地局１基当たり条例別表に

定める変圧塔その他これに類するものに係る占用料の額の10

分の３に相当する額 

４ 携帯電話等の無線基地局（電柱、電話柱、街灯等に添加す

る小型のものに限る。） 基地局１基当たり条例別表に定め

る変圧塔その他これに類するものに係る占用料の額の10分の

３に相当する額 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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